
●お知らせ１

こんにちは、東北農政局です。2026年は午年です。午（うま）は、前進力や発展を象徴することから、午年
は、目標に向けて着実に歩みを進める一年になると言われています。皆様にとって実り多く、さらなる飛躍に
つながる一年になりますよう、お祈り申し上げます。

（第48号：令和８年１月）

●お知らせ２ 食料システム法に関する地方説明会を開催します
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食料システム法が、令和８年４月１日に全面施行されることに伴い、食品等の取引の適正化に関
する基本的な方針や、飲食料品等事業者の具体的な行動規範となる判断基準、指定飲食料品等の
指定について定めた省令が公布される見込みです。今般、食品等の生産・製造・加工・流通・販売と
いった食料システムに携わる皆さまに、食料システム法の運用について御理解いただくため、地方説
明会（東北ブロック）を開催いたします。

東北農政局は、２月18日（水）に、初めて輸出に取り組む事業者を対象とした「令和７年度加工食品
輸出クラスター組成に向けた勉強会」を開催します。

令和７年度加工食品輸出クラスター組成に向けた勉強会を開催します

詳細はこちら
https://www.maff.go.jp/tohoku/syokuryou/kakou_yusyutu/index.html

詳細はこちら
https://www.maff.go.jp/tohoku/press/keiei/kigyo/260123.html

開催日時
令和８年２月18日（水） 14:00～16:00

開催方法
現地及びオンライン

現地会場
仙台合同庁舎Ｂ棟２階共用第３会議室（住所：宮城県仙台市青葉区本町三丁目３-１）

申込方法
２月２日（月）以降に下記URLに掲載されている
参加申込フォームよりお申込みください。

申込期限
令和８年２月16日（月） 17:00まで

内容
（1）輸出先国の需要動向について（株式会社Expolin）
（2）初めての輸出に取り組む方向けの支援について（独立行政法人 中小企業基盤整備機構 東北本部）
（3）加工食品輸出への第一歩と心構えについて（株式会社稲庭うどん小川）
（4）加工食品輸出クラスター組成と支援策の紹介（東北農政局）
（5）質疑応答

内容
（１）食料システム法に基づく取引適正化の推進について
（２）食料システム法に基づく計画認定制度について
（３）その他関連施策について

開催日時
令和８年２月20日（金） 13:30～15:30

開催方法
現地及びオンライン（ MicrosoftTeams ）
（定員：対面100名、オンライン500名）
※庁舎内の駐車場は利用できません。お越しの際は、
公共交通機関や近隣の民間駐車場をご利用ください。

現地会場
仙台合同庁舎A棟７階会議室
（仙台市青葉区本町三丁目3番1号）

申込方法
【参加申込フォーム】よりお申込みください。
※Webでの参加を希望される場合は、お申込み時に

Web参加として登録ください。
※説明会前日までに、各種情報（URL等）をメールにて
    お送りします。

申込期限
令和８年２月13日（金） 17:00まで
※定員になり次第、申込みを締め切らせていただきま
すので、ご承知おきください。

https://www.maff.go.jp/tohoku/syokuryou/kakou_yusyutu/index.html
https://www.maff.go.jp/tohoku/press/keiei/kigyo/260123.html
https://www.contactus.maff.go.jp/j/tohoku/form/keiei/kigyo/260123.html


●お知らせ３
『令和７年度輸出関連情報セミナー』
第５回食品容器・包装規制セミナーを開催します

一般財団法人食品産業センターは、日本の食品輸出において障壁となりうる分野に関してテーマ毎
に専門家に解説いただく『令和７年度輸出関連情報セミナー』を開催しています。今回は、食品容器・
包装をテーマに、海外における輸出規制情報及び国内の食品接触用再生プラスチック材に関する規
制並びに認証制度について、専門家に解説いただきます。
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詳細はこちら
https://www.shokusan.or.jp/event/9092/

内容
（１）輸出規制プラットフォームのご紹介～事務局よりご紹介～（一般財団法人食品産業センター）
（２）諸外国における食品容器・包装規制に関する調査および解説（一般財団法人化学研究評価機構 食品接

触材料安全センター）
（３）日本の食品包装リサイクルの対応（一般財団法人化学研究評価機構 高分子試験・評価センター）
（４）開発支援公募事業者の取組事例紹介（越後製菓株式会社）

申込方法
【参加申込フォーム】から必要事項を入力し送信

申込期限
令和８年１月30日（金）
※応募状況によっては締切日を繰り上げる可能性が
あります。

募集対象
輸出に取り組んでいる食品関連事業者

開催日時
令和８年２月６日（金） 13:30～16:30

開催方法
オンライン

●お知らせ４ 外食産業の海外展開に関するセミナーを開催します

グローバル・フードバリューチェーン（GFVC）推進官民協議会は、「令和７年度第３回GFVC推進官民
協議会全国セミナー～日本食文化産業の海外展開～」と題したセミナーを開催します。

詳細はこちら
https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/kaitaku/260116_1.html

開催日時
令和８年２月27日（金） 14：00～16：00

開催方法
現地及びオンライン

会場
農林水産本省７階講堂（東京都千代田区霞が関一丁目２-１）

申込方法
【参加申込フォーム】から必要事項を入力し送信

申込期限
令和８年２月25日（水） 17：00まで
※参加申込人数が定員（200名程度）に達した場合、
締切前に申込受付を終了させていただく場合が

   あります。

内容
（１）開会
（２）基調講演（株式会社トリドールホールディングス）
（３）外食産業の海外展開ガイドライン～英国の事例～（JETROロンドン事務所）
（４）PPWRに向けた国内・EU域内の対応状況、EU包装規制に係る最新動向（みずほリサーチ＆テクノロジーズ）
（５）海外の消費者を対象とした日本産食品に関する市場調査について（日本食品海外プロモーションセンター）
（６）インドミッション及びインドネシアミッションの報告（農林水産省）
（７）質疑応答・意見交換

https://www.shokusan.or.jp/event/9092/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzTZykBGwraYvCbzcRLptWu_boeKz3M23YAgV-CPctOOzO4g/viewform
https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/kaitaku/260116_1.html
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=oJQyUSA-skGpcG0wvxVG-re1e51zHFlNjkpybVJ2sVhUM1FXNkIwWE1IWDhCMUxOR0dQSFJLWk9QRS4u&route=shorturl


●お知らせ６ 食品表示ミス防止・食品トレーサビリティに関するセミナーを開催します

農林水産省は、２月９日（月）に「食品表示ミス防止・食品トレーサビリティに関するセミナー」を開催し
ます。本セミナーでは、過去に作成した食品表示ミス防止・食品トレーサビリティのテキストの解説に加
え、今年度作成した「スーパーマーケットのための食品表示ミス防止・対策のポイント」及び「企業リス
クから考える食品トレーサビリティ取組事例集」を４月以降のHP公開に先立ち紹介します。さらに、先
進的に取り組む事業者による事例発表も予定しております。

発行元お問合せ先

東北農政局 経営・事業支援部 食品企業課 仙台市青葉区本町３-３-１（仙台合同庁舎A棟）

TEL：022-263-1111 (ダイヤルイン：022-221-6146) E-mail：tohoku_shokuhin@maff.go.jp 3

詳細はこちら
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/260109.html

募集対象
食品製造業者、食品流通・販売事業者、食品関連団体、
スーパーマーケット関係者、行政機関等

開催日時
令和８年２月９日（月） 14:00～16:00

開催場所
新東京ビル会議室713-G
（東京都千代田区丸の内3-3-1）

開催方法
現地及びオンライン
※会場参加の受付は終了しました。オンライン参加をご
希望の方は参加申込フォームにて受付を行っています。

申込方法
【参加申込フォーム】から必要事項を入力し送信

申込期限
令和８年２月５日（木） 12:00まで

●お知らせ７ 輸出事業用資産の割増償却の税制支援措置を行っています

輸出事業に必要な機械・装置、建物等の取得等をした場合、これらの資産について、最大５年間の
割増償却ができます。税制特例を利用するには輸出事業計画の作成・認定が必要です。まずは最寄
りの地方農政局等にご相談ください。

詳細はこちら
https://www.maff.go.jp/j/aid/zeisei/yusyutsu/index.html

対象者
認定輸出事業者

対象設備等
輸出事業に必要な機械及び装置、建物及びその付属設備構築物

【対象となり得る設備の例】
・輸出に取り組んでいくための増産に必要な設備
・取引先からの要求への対応に必要な設備

生鮮取引電子化推進協議会は、２月６日（金）に、物流に関する政策動向をテーマとした「令和７年
度第２回生鮮取引電子化セミナー」を開催します。

●お知らせ５ 令和７年度第２回生鮮取引電子化セミナーが開催されます

詳細はこちら
https://www.ofsi.or.jp/kyougikai/r7seminar/

開催日時
令和８年２月６日（金） 13:30～15:00

開催方法
会場及びオンライン

現地会場
航空会館ビジネスフォーラム B101号室（東京都港区新橋1-18-1）

申込方法
【参加申込フォーム】よりお申込みください。

申込期限
令和８年２月４日（水）

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/260109.html
https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_lPmvL84eSf-Pzmwl-dzxCw?_x_zm_rtaid=6yKwKMn8TOKp1VFrdF5G4w.1767575007402.d7869ec976c290afb788ef1bb1bbda1e&_x_zm_rhtaid=717#/registration
https://www.maff.go.jp/j/aid/zeisei/yusyutsu/index.html
https://www.ofsi.or.jp/kyougikai/r7seminar/
https://www.ofsi.or.jp/kyougikai/entry/
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